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(4) 資金管理団体の不動産取得及び保有の禁止 
資金管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的と

する地上権若しくは土地の賃借権）を取得し、又は保有してはならないこととさ
れています（規正法 19条の２の２）。 
ただし、改正（平成 19年８月６日施行）前に取得している不動産を除きます。

(5) 政治資金の公正な流れを担保するための措置
政治資金の授受が公正に行われる為に、寄附のあっせんをする場合、相手方に

対して「業務等の関係を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方
法であっせんをする行為」や寄附しようとする者に対して「意思に反して、その
者の賃金等から控除による方法で寄附を集めること」は禁止されています。 
また、公務員がその地位を利用して寄附等を求め、若しくは受け、若しくは他

の者が行っている政治活動に関する寄附等に関与することは禁止されています
（77ページ参照）。 

(6) 政治資金の運用を制限
政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であること

から、政治資金を例えば株券の購入などによる投機的取引で運用することは禁止
されており、政治団体の会計帳簿に資金の運用状況を記載することを義務付けて
います（規正法８条の３、９条） 
具体的には、政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党か

ら受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次の方法以外
により運用してはならないと規定しています。 
① 銀行その他の金融機関への預金又は貯金 
② 国債証券、地方債証券、政府保証債券又は銀行、農林中央金庫、株式会社
商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債
券の取得

③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律１条１項の認可を受けた金融機
関への金銭信託で元本補てん契約のあるもの 
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規正法の定める政治団体には、本来の政治団体と政治団体とみなされる団体の２種
類があり、それぞれ以下のとおり規定されています。 

１ 規正法の定める政治団体 
(1) 政治団体

規正法３条で、「政治団体とは、次に掲げる団体をいう。」と定義しています。
① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを
本来の目的とする団体（１号団体）
一般の政治団体がこれにあたります。 

② 特定の「公職の候補者」を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本
来の目的とする団体（２号団体）
公職の候補者の後援団体（後援会）がこれにあたります。 

③ 上記の①及び②以外の団体で、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持
し、又はこれに反対すること」や「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、
又はこれに反対すること」を主たる活動として、組織的かつ継続的に行う団
体（３号団体)

これらの区別は「その政治目的が綱領、規約等に明記されるなど外見的に明ら
かなもの」によるとされています。 

(2) 政治団体とみなされる団体
規正法は、上記 (1)政治団体以外に、次の団体についても政治団体とみなして

同法を適用しています。 
① 政策研究団体（規正法５条①Ⅰ）

政策研究団体とは「政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、
国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの」をい
います。 

② 政治資金団体（規正法５条①Ⅱ）
政治資金団体とは「政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、

政党が当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定し、総務大臣に届
け出たもの」をいいます。指定できるのは各政党とも１団体に限られます。 

４ 政治団体とはどのような団体をいいますか。 
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③ 規正法18条の２の政治団体（特定パーティー開催団体） 
政治資金パーティーは、原則として政治団体によって開催されるようにし

なければならないとされていますが、政治団体以外の者が開催することも可
能です。 
政治団体以外の者がパーティー券収入が１千万円以上と見込まれる政治

資金パーティー（特定パーティーといいます。）を開催する場合には、当該
政治資金パーティーを開催しようとするときから政治団体とみなされ、政治
団体の届出が必要となります。この届出団体を「特定パーティー開催団体」
といいます（63ページ参照）。 
なお、政治資金パーティーを政治団体以外の団体（特定パーティー開催団

体を含む。）が開催し、残額を寄附するときには、政治団体とみなされず「会
社･労働組合その他の団体」として、規正法による寄附の禁止や量的制限等
の規制を受けます。 

 
２ 政治活動を行う団体 

「政治活動を行う団体」とは、本来、政治活動以外の目的を持ち、「副次的に（一
時的に）政治活動を行う団体」をいいます。例えば労働組合は、労働組合法の適用
を受ける団体ですが、その時々において政治活動を行う場合もあります。このよう
な団体は規正法の対象とはなりません。 
しかし、このような団体が、政治活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行

なっている場合には、規正法の対象となる政治団体と解されることになります。 
ただし、規正法の対象外となっている団体であっても、実際に政治活動を行う場

合には公選法でいう「政治活動を行う団体」には含まれますので、選挙期間中の政
治活動が制限される点に注意が必要です（「４ 選挙期間中の政治活動で何が規制
されますか。」88ページ参照 )。 
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３ 政治団体の種類 
政治団体には、下記の種類があります。 

政党 

次のいずれかにあてはまる団体 
ア 所属する国会議員を５人以上有すること 
イ 前回の衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）、前回又は
前々回の参議院議員通常選挙（比例代表・選挙区）のいずれ
かの全国を通じた得票率が２％以上 

 
 

政治資金団体 政党のために資金の援助をする目的を有する団体で、政党が指
定し、総務大臣に届出をした団体 

その他の政治団体 

政党・政治資金団体以外の政治団体 
 
 
 
 
 
 

※ 国会議員関係政治団体については16ページ参照 
 
 

(参考）政党・政治資金団体  （令和６年１２月３１日現在） 
政党 政治資金団体 

公明党  
国民民主党 国民改革懇話会 
参政党  
社会民主党  
自由民主党本部 一般財団法人国民政治協会 
日本維新の会  
日本保守党  
日本共産党中央委員会  
みんなでつくる党 未来創造党 
立憲民主党  
れいわ新選組  

 
 

＜資金管理団体＞ 
公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちか
ら、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受け
るべき政治団体として指定したもの 

国会議員関係政治団体 みなし１号団体 

国会議員関係政治団体  
１号団体・２号団体 
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